
（別紙）　損害一覧表

請求項目 請求額（円） 控訴人らの主張 被控訴学校の認否 被控訴協会の認否 当裁判所の判断
認容額（円） 証拠 理由

控訴人Ｘ１
逸失利益

149,380,880

基礎収入は平成８年産業
計全年齢平均（\4,955,300）
により，中間利息控除の方
法はライプニッツ方式によ
り，就労可能年齢は６７歳
までとして計算すると，
81,660,866円が相当であ
る。

被控訴学校の主張を援用

117,086,884

甲 317,318
336,337
395,412

（計算式）
6,587,500×17.7741＝
117,086,884

治療関係費 症状固定日であるH9.2.22
までに限り認め，その後に
ついては認めない。

被控訴学校の主張を援用

１　入院費用及び診療費用
(1) 入院に要する費用
Ｊ救命救急センター

815,524
認める。 被控訴学校の主張を援用

815,524
甲 101 当事者間に争いがない。

Ｍ１病院

1,613,967

症状固定日であるH9.2.22
までに限り認め，その後に
ついては認めない。

被控訴学校の主張を援用

1,394,556

甲 102 左記証拠により，診療費として４
２万９１８０円，室料差額９６万５３
７６円を損害と認定

Ｍ２病院

866,858 746,970

甲 103 室料差額６６万４０００円，特殊材
料費４万７４００円，これらに対す
る消費税３万５５７０円を損害と認
定

(2) 外来通院費用，退院後のＭ２病院ショートステイに要する費用
Ｍ２病院入院中の本院への通院 50,232 争う。 被控訴学校の主張を援用 50,232 甲 104 左記証拠により認定
退院後のＭ２病院ショートステイ代

31,728 17,250

甲 105,228 左記証拠により，特殊材料費２４
００円，その他保険外費用２６００
円，これらに対する消費税２５０
円，室料差額１万２０００円を損害
と認定

Ｍ４病院・Ｍ６病院診療費 1,740 1,740 甲 114の7,8 左記証拠により認定
1の小計 3,380,049 3,026,272

２　治療関連費
(1) 入院雑費

1,675,500

症状固定日であるH9.2.22
までに限り認め，その後に
ついては認めない。

被控訴学校の主張を援用

1,675,500

症状固定日（平成１８年１２月１
日）までの全入院日数１１１７日
について，日額１５００円の限度
で認める。
（計算式）
1,500×1,117＝1,675,500

(2) 駐車場代 192,700 H9.4.21～H10.2.24 192,700 甲 106 左記証拠により認定
(3) 装具費 60,070

頸椎装具 19,240 19,240 甲 107の1 左記証拠により認定
右短下肢装具 40,830 40,830 甲 107の2 左記証拠により認定

２の小計 1,928,270 1,928,270

３　治療・在宅介護用機械類購入費
用

治療器具については，症状
により有効かつ相当な場
合，殊に医師の指示がある
場合に限り損害と認めるべ
きである。その他の装具，
器具等の購入費について
も必要性がある場合に限り
損害と認めるべきである。

被控訴学校の主張を援用

１８歳から７７．０１歳まで。平成８年賃金センサス第１
表，産業計・男子労働者・大卒の平均給与に基づき，１
年ごとに新ホフマン係数を用い，別紙逸失利益算定表
のとおり計算。６８歳から平均余命までは６５歳から６７
歳までの平均給与の２分の１とする。

日額1500円×入院日数1117日
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請求項目 請求額（円） 控訴人らの主張 被控訴学校の認否 被控訴協会の認否 当裁判所の判断
認容額（円） 証拠 理由

(1)　あんまいす

162,740

人力で代替可能である。

0

控訴人Ｘ１がＭ１病院に入院中の
平成８年１１月２９日に購入され
たものであり，一時退院時に同
控訴人が使用するとしても，必要
性及び相当性を認めることがで
きない。

(2)　ファクシミリ

38,934

郵便等で代替可能である。

0

治療に必要であるとはいえず，治
療と関わりなく一般の家庭にも普
及しているものであって，必要性
及び相当性を認めることができな
い。

(3)　リハビリ用シューズ 1,051 1,051 甲 108-32 左記証拠及び甲３９５により認定
(4)　視力回復機（リース）

30,000

有効性が認められないし，
医師の指示に基づくもので
もない。

0

控訴人Ｘ１の視力障害の原因に
照らし，必要性及び相当性を認
めることができない。

(5)　視力回復機（購入費）

58,000

有効性が認められないし，
医師の指示に基づくもので
もない。

0

(6)　折りたたみ車いす 30,240 30,240 甲 108-9 左記証拠及び甲３９５により認定
(7)　ハンズフリー電話機

15,540
ハンズフリーの電話機を購
入する必要がない。 15,540

甲 108-3 左記証拠及び甲３９５により認定

(8)　マッサージャー

3,129

人力で代替可能である。

0

治療に必要であるとはいえず，治
療と関わりなく一般の家庭にも普
及しているものであって，必要性
及び相当性を認めることができな
い。

(9)　リハビリ用砂のう 13,440 13,440 甲 108-10 左記証拠及び甲３９５により認定
(10)　ヘッドホン

2,980

治療に不要である。

0

治療に必要であるとはいえず，治
療と関わりなく一般の家庭にも普
及しているものであって，必要性
及び相当性を認めることができな
い。

(11)　リハビリ用バイク
55,440

リハビリは病院等で行って
おり，自宅には不要であ
る。

55,440
甲 108-11 左記証拠及び甲３９５により認定

(12)　サポーター 2,520 2,520 甲 108-12 左記証拠及び甲３９５により認定
(13)　手すり設置，改造用具購入費 7,633 7,633 甲 115-10～13 左記証拠及び甲３９５により認定
(14)　キャスター付きパソコンデスク

4,179 0

治療に必要であるとはいえず，治
療と関わりなく一般の家庭にも普
及しているものであって，必要性
及び相当性を認めることができな
い。

(15)　ベッド用布団

7,140 0

治療に必要であるとはいえず，治
療と関わりなく一般の家庭にも普
及しているものであって，必要性
及び相当性を認めることができな
い。

(16)　特殊便器 26,150 26,150 甲 115-8,229-7 左記証拠及び甲３９５により認定
(17)　車いす 26,150 26,150 甲 115-9 左記証拠及び甲３９５により認定
(18)　歩行支援用具手すり 3,000 3,000 甲 115-7 左記証拠及び甲３９５により認定
(19)　折りたたみワゴン 3,129 3,129 甲 115-14 左記証拠及び甲３９５により認定
(20)　介護ベッド他 32,750 32,750 甲 115-2 左記証拠及び甲３９５により認定
(21)　タヒラ移動用介助バー　ハイ・
ロー用

31,920 31,920
甲 115-3 左記証拠及び甲３９５により認定

(22)　車いす用レインウェア 14,952 14,952 甲 115-4 左記証拠及び甲３９５により認定
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請求項目 請求額（円） 控訴人らの主張 被控訴学校の認否 被控訴協会の認否 当裁判所の判断
認容額（円） 証拠 理由

(23)　リハビリ用パワーステップ 8,070 8,070 甲 108-13 左記証拠及び甲３９５により認定
(24)　リハビリ用低周波治療器

7,224

頭部に使用するものではな
い。

0

治療に必要であるとはいえず，治
療と関わりなく一般の家庭にも普
及しているものであって，必要性
及び相当性を認めることができな
い。

(25)　玄関スロープ 90,000 90,000 甲 115-6 左記証拠及び甲３９５により認定
(26)　リハビリ用食事補助具 1,890 1,890 甲 115-16 左記証拠及び甲３９５により認定
(27)　マッサージャー

3,129

人力で代替可能である。

0

治療に必要であるとはいえず，治
療と関わりなく一般の家庭にも普
及しているものであって，必要性
及び相当性を認めることができな
い。

(28)　カセットテープ及びラジオ

3,703

治療とは無関係である。

0

治療に必要であるとはいえず，治
療と関わりなく一般の家庭にも普
及しているものであって，必要性
及び相当性を認めることができな
い。

(29)　食事用エプロン 1,517 1,517 甲 115-18 左記証拠及び甲３９５により認定
(30)　車いす 26,150 26,150 甲 229-8,9 左記証拠及び甲３９５により認定
(31)　滑り止め付きお盆 1,890 1,890 甲 229-12 左記証拠及び甲３９５により認定
(32)　前掛けエプロン 2,442 2,442 甲 229-11 左記証拠及び甲３９５により認定
(33)　電話機

41,391

既に電話は有している。

0

治療に必要であるとはいえず，治
療と関わりなく一般の家庭にも普
及しているものであって，必要性
及び相当性を認めることができな
い。

(34)　介護ベッド用キャスター 10,920 10,920 甲 229-14 左記証拠及び甲３９５により認定
(35)　車いす 35,000 35,000 甲 229-10 左記証拠及び甲３９５により認定
(36)　音声読み上げ携帯電話

7,140

治療とは無関係である。

0

声で操作をすることのできる音声
認識機能を備えた携帯電話機で
あるが，特別の仕様を備えたも
のではなく一般向けの機械であ
り（甲２２９の１６），携帯電話機そ
れ自体は障害の有無と関わりな
く一般の家庭にも普及しているも
のであって，必要性及び相当性
を認めることができない。

(37)　電動歯ブラシ，シャワーラジオ 22,868 必要がない。 22,868 甲 229-17 左記証拠及び甲３９５により認定
(38)　その他介護用品代 21,504 21,504 甲 115-1,17 左記証拠及び甲３９５により認定
(39)　除圧用サンダル 8,160 8,160 甲 338 左記証拠及び甲３９５により認定

３の小計 864,015 494,326
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請求項目 請求額（円） 控訴人らの主張 被控訴学校の認否 被控訴協会の認否 当裁判所の判断
認容額（円） 証拠 理由

４　文書代

55,425

診断書料など必要かつ相
当な範囲に限り損害と認め
るべきである。

被控訴学校の主張を援
用。次の書証に係る文書
代は損害と認定されるべき
でない。甲１０９の２・３，２３
０の３・７・８・９・１１

31,275

甲 109の1・4，
230の1・3・
5・6・10

身体障害者手帳の申請（甲１０９
の１），Ｐセンターへの提出（甲１
０９の４），身体障害有期再認定
（甲２３０の１），裁判所提出（甲２
３０の５），Ｐセンター等提出（甲２
３０の６），障害者基礎年金給付
認定（甲２３０の３・１０）のための
各診断書の作成費用につき本件
事故と相当因果関係のある損害
と認定。その余（Ｘ４の特別扶養
手当受給のための甲１０９の２，
自動車税減免のための甲１０９
の３・８・９，自動車取得税減免の
ための甲２３０の２，目的不詳の
甲２３０の４，国府寮提出のため
の甲２３０の７については，必要
性，相当性を認めない。

５　針，マッサージ代

154,500

症状により有効かつ相当な
場合，殊に医師の指示が
ある場合に限り損害として
認められるべきである。

被控訴学校の主張を援
用。医師の指示がなく，超
過的な治療である。

154,500

甲 110,231,339 左記証拠により認定。針，マッ
サージ治療は，Ｍ２病院入院中
から医師の承認の下に実施され
ており，必要かつ相当と認める。

６　Ｍ２病院処方によるEPA-α投薬
代

234,900

症状により有効かつ相当な
場合，殊に医師の指示が
ある場合に限り損害として
認められるべきところ，ＥＰ
Ａ－αは，医薬品ではなく
栄養補助食品であり，その
有効性，相当性の判断は
医薬品よりも慎重に判断さ
れるべきである。

漢方薬であり，実際にどれ
ほどの効用があるかは定
かではなく，損害と認定す
ることは不適切である。

234,900

甲 111，232，
340，373の1

左記証拠により認定。EPA-αは
栄養補助食品であるが，Ｍ２病
院入院中から医師の指示により
投与を受けており，必要かつ相
当と認める。

７　その他交通費・宿泊費
(1)事故直後のＸ４，控訴人Ｘ２，控訴
人Ｘ３の高知大阪間交通費，宿泊費

433,666

支出が必要かつ相当な場
合に限り，損害として認め
るべきである。

被控訴学校の主張を援
用。控訴人Ｘ１以外の者の
交通費・宿泊費は，本人を
移動させる際のみを損害と
認め，その余は損害と認め
るべきでない。

316,710

本件事故と相当因果関係のある
損害として，次のとおり認める。
交通費１８万５７５０円（甲119の1
ないし5，7，8，10，12，17）
駐車場代６０００円（甲119の6）
宿泊費１２万円（甲119の11，16）
手荷物送料４９６０円（甲119の
15）
（サッカー関係者及び医療関係
者へのへの手土産（甲119の9，
13，14），宿泊費以外のホテルで
の支払（甲119の11，16）について
は必要性及び相当性を認めな
い。）

(2)Ｍ３病院，Ｍ４病院，Ｍ５病院各受
診交通費

180,257 166,002
甲 112 左記証拠及び甲96の3により認

定
(3)Ｍ４病院，Ｍ６病院受診交通費 75,440 75,440 甲 114-1～6 左記証拠及び甲96の3により認
(4)紹介病院受診交通費

32,450 32,450
甲 113 左記証拠及び甲96の3により認

定
(5)Ｍ８病院（視力検査のための入
院）交通・宿泊費

77,930 77,930
甲 233-1～8 左記証拠により認定
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請求項目 請求額（円） 控訴人らの主張 被控訴学校の認否 被控訴協会の認否 当裁判所の判断
認容額（円） 証拠 理由

(6)同（H16.3.15からの入院）交通・宿
泊費

43,520 43,520
甲 341 左記証拠により認定

(7)同（H16.7.29からの入院）交通・宿
泊費

31,340 31,340
甲 342 左記証拠により認定

(8)同（H17.7.19からの入院）交通・宿
泊費 74,990 73,990

甲 343 左記証拠により認定（食費１０００
円については相当性を認めな
い。）

(9)同（H17.12.7からの入院）交通・宿
泊費 95,055 90,755

甲 344 左記証拠により認定（食費４３００
円については相当性を認めな
い。）

(10)Ｍ９センター入所時（H18.10)の交
通・宿泊費

64,700 64,700
甲 345 左記証拠により認定

７の小計 1,109,348 972,837
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請求項目 請求額（円） 控訴人らの主張 被控訴学校の認否 被控訴協会の認否 当裁判所の判断
認容額（円） 証拠 理由

８　入院中の付添介護費，在宅介護に関する費用
①入院付添費

4,624,000 3,757,000

入院日数計（内訳下記
のとおり）

578

Ｊ救命救急センター 28
Ｍ１病院 221
Ｍ２病院 332
二重計上（H8.9.9，
H9.4.17）

-2

付添を要する期間は５７８
日全日ではなく，合理的か
つ必要的な範囲に限るべ
きであるし，近親者の入院
付添費日額は８０００円で
はなく６５００円を基本とす
べきであり，本件では更に
減額されるべきである。

５７８日間（事故発生からＭ２病院退院まで）×8000円 被控訴学校の主張を援
用。病院による介護で十分
であり家族による付添の必
要はなく，仮にこれを損害
と認めるにしても１日６５００
円とすべきである。

日額６５００円とし，Ｍ２病院退院
までの入院期間（５７９日）中，控
訴人ら主張の範囲内で５７８日間
につき認める。
（計算式）
6,500×578＝3,757,000
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請求項目 請求額（円） 控訴人らの主張 被控訴学校の認否 被控訴協会の認否 当裁判所の判断
認容額（円） 証拠 理由

②在宅介護費用
19,856,000 19,624,000

終期（盲学校入寮の日） H17.4.7
始期（Ｍ２病院退院翌
日）

H10.3.15

日数 2,581
Ｍ２病院ショートステイ
の日数

98

差（日） 2,483

８の小計 24,480,000 23,381,000

９　イトオテルミー治療費

477,355

温熱治療やマッサージなど
の特殊な治療の費用につ
いては，症状により有効か
つ相当な場合，殊に医師
の指示がある場合に限り
損害として認めるべきであ
る。

被控訴学校の主張を援
用。医師の指示がなく，有
効性，相当性の立証がな
い。 0

イトオテルミーはいわゆる民間療
法の一種であり，必要性及び相
当性を認めない。

１０　入退院時の病院へのお礼

393,686

社会通念上相当なものに
限り，損害として認めるべ
きである。

被控訴学校の主張を援
用。基本的には不要とされ
るものであり，損害として認
められるべきでない。

0

医療機関及び父兄に対する謝礼
であり，必要性及び相当性を認
めない。

１１　ボランティアＲ高知回数券
1,068,600

不知 損害と認められるべきでな
い。 139,800

甲 117,126,234 左記証拠により認める。

１２　自動車購入費

2,971,300

自動車購入費全額ではな
く，改造費を損害と捉える
べきである。１台目のマツ
ダデミオについては車いす
電動リフト１０万７０００円の
みがこれに当たり，２台目
のラクティスについては改
造費用を認めることができ
ない。

被控訴学校の主張を援
用。特別仕様費のみが損
害と認められるべきであ
る。

214,000

甲 127,346～8 左記証拠により，車いす電動リフ
ト装備費用（２台分）に限り認定。
自動車については従前から保有
していた車両の買換えであり，損
害と認めない。

１３　パソコン関連機器購入費 48,000 パソコン 117,075 甲 349-2
特殊入力装置 126,000 甲 349-1
読書支援機 147,840 甲 349-2
合計 390,915 甲 349-3

治療関係費（１～１３）小計 37,165,448 30,625,180

2482日間（退院後盲学校の寮に入寮するまで）×8000
円

平成１１年１０月２０日，マツダデミオ（\1,391,300）を，平
成１８年１０月１７日，トヨタラクティス（\1,580,000）をそ
れぞれ購入した。

退院後盲学校入寮までの
２５８０日（ショートステイ期
間９８日を控除すると２４８
２日）の全期間について，
常時介護が必要であったと
は認められない。期間及び
日額を合理的かつ必要な
範囲に限定すべきである。

自己負担額４万８０００円に
ついては，視覚障害者向け
のソフトウェアということで
あれば，必要かつ相当な
金額の支出として争わな
い。

日額８０００円とし，Ｍ２病院退院
（平成１０年３月１４日）後，盲学
校の寮に入寮するまで（平成１７
年４月７日）の期間（２５８１日）か
ら，症状固定より前の同病院の
ショートステイ期間（１２８日）を控
除した２４５３日につき認める。
（計算式）
8,000×2453＝19,624,000

被控訴学校の主張を援
用。在宅介護費用について
は常時介護ではなく，随時
介護を基準とすべきであ
る。

48,000

左記証拠により，特殊入力装置
に係る自己負担額について認容

被控訴学校の主張を援
用。視覚障害者向けのソフ
トウェアであれば争わない
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請求項目 請求額（円） 控訴人らの主張 被控訴学校の認否 被控訴協会の認否 当裁判所の判断
認容額（円） 証拠 理由

自宅改造費 （内訳は下記のとおり）
１　Ｓあて支払総額

24,451,000

本体工事代金 21,975,000 自宅の本体工事代金は，
自宅改造ではなく，別棟を
自宅の隣に新（増）築した
もので，その全額が必要か
つ相当な改造費とは認めら
れない。

被控訴学校の主張を援
用。自宅改造費は介護に
必要なものではなく損害と
認められない。自宅改造費
は自宅の増築に要した費
用であるところ，控訴人Ｘ１
は母屋で生活しており，風
呂以外は増築部分を利用
しておらず，現に使用して
いるのは控訴人Ｘ３夫妻で
ある。

15,000,000

甲 130-1，131 左記証拠により，Ｘ４の自宅敷地内
の既存の自宅建物に隣接する位置
に障害のある控訴人Ｘ１が居住可能
な機能を備えた別棟を建築し，その
費用として２１９７万５０００円を要し
た事実が認められ，控訴人Ｘ１の障
害の内容程度からして必要なもので
あったと認めることができるが，同控
訴人のリハビリ入院，盲学校入寮，
家族状況の変動等の事情もあり，現
在のところ同控訴人が既存の自宅
を使用し，控訴人Ｘ３夫婦が新築建
物を使用していることなどをも総合
考慮すると，建築費用の約７割に相
当する１５００万円の限度で認容す
るのが相当。

太陽光発電工事代金 1,540,000 太陽光発電工事代金は必
要性が認められない。

0

太陽光発電装置の一般的な普及
状況に照らし，この装置が別棟に
おける控訴人Ｘ１の生活に不可
欠であるとは認められない。

浄化槽工代金 936,000 不知 936,000 甲 131 左記証拠により認定
２　駐車場及びアプローチ部分補修
工事費用
①　駐車場部分の屋根設置費用

629,000
必要性に疑問があり，金額
の相当性につき不知

629,000
甲 115-15，131 左記証拠により認める。

②　アプローチ工事代金
2,766,707

工事の必要性は認め，金
額の相当性は不知

2,766,707
甲 130 左記証拠により認める。

自宅改造費小計 27,846,707 19,331,707

将来介護費 日額（円） 37,214
年間日数 365
51年（26歳～77歳）のホ
フマン係数
37,214円×365×
24.9836

24.9836

ホームエレベーターの将来の保守・
点検・整備に要する費用

年額 31,500 甲 358

５１年のホフマン係数 24.9836

常時介護は必要なく，随時
介護で足りる。
また，職業付添人が常時
必要であるともいえない。
介護費用日額につき，家族
による常時介護であれば
随時介護であれば日額３０
００円程度であり，本件で
はさらに合理的な限度にと
どめられるべきである。
中間利息の控除はライプ
ニッツ方式によるべきであ
る。

控訴人Ｘ２及び控訴人Ｘ３
が満６７歳に達するまでの
期間は，近親者による介護
が可能であることを前提と
すべきであり，その後の介
護費用としても日額１万円
が相当である。中間利息の
控除はライプニッツ方式に
より，介護は随時介護で足
りることを考慮すべきであ
る。

120,487,230

甲 354～357 常時介護を前提に，職業介護者
日額１万２０００円（昼間８時間），
それ以外の時間における家族介
護費用６０００円，日額合計１万８
０００円，年間３６５日とする。症
状固定時（２６歳）から７７歳まで
の５１年（第１８回生命表参考表
の２６歳男子の平均余命）に対応
するライプニッツ係数は18.3390
である。
（計算式）
18,000×365×18.3390＝
120,487,230

ホームエレベーターは別棟
の新築に際して設置された
ものであるところ，改装費
用は必要かつ合理的な範
囲に限定されるべきである
ことに加え，既存自宅の１
階部分に十分な居住空間
を確保できることからすれ
ば，控訴人Ｘ１の居住空間
をあえて２階にしなければ
ならない理由はなく，必要
性が認められない。

エレベーターは自宅の改造
の一環であるところ，自宅
改造費については必要性
が認められる範囲において
損害と認められるにすぎな
いが，その必要性は不知。

577,679

339,354,986

786,983

左記証拠により認める。症状固
定時である平成１８年（２６歳）か
ら７７歳までの５１年（第１８回生
命表参考表の２６歳男子の平均
余命）に対応するライプニッツ係
数は18.3390である。
（計算式）
31,500×18.3390=577,679
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請求項目 請求額（円） 控訴人らの主張 被控訴学校の認否 被控訴協会の認否 当裁判所の判断
認容額（円） 証拠 理由

将来における日常生活用具・器械類
の買換え費用
①　自動車

4,722,462

これまで公的助成がある部
分について将来それが得
られなくなるというのであれ
ば，その確実性などを立証
すべきである。中間利息の
控除はライプニッツ方式に
よるべきである。

自動車については，購入費
全額が損害と認められるも
のではなく，必要性が認め
られる場合に相当額の改
造費が認められるにすぎな
い。２代目の購入自動車
（ラクティス）には，特別仕
様や改造費は生じておら
ず，今後もその必要は乏し
い。

155,300

車いす電動リフト装備費用１０万
７０００円につき，症状固定時で
ある平成１８年（２６歳）から７７歳
までの５１年（第１８回生命表参
考表の２６歳男子の平均余命）の
間，平成２８年以後１０年おきに
買い換えることを前提に算定。
ライプニッツ係数は１０年0.6139，
２０年0.3769，３０年0.2314，４０年
0.1420，５０年0.0872，合計1.4514
である。
（計算式）
107,000×1.4514=155,300

②　車いす

1,379,559

公的助成金受給部分は損
害と捉えるべきでない。

1,061,408

甲 359-2 外出用車いす費用１４万５５２８
円につき，症状固定時である平
成１８年（２６歳）から７７歳までの
５１年（第１８回生命表参考表の２
６歳男子の平均余命）の間，平成
２０年以後５年おきに買い換える
ことを前提に算定。ライプニッツ
係数は２年0.9070，７年0.7107，１
２年0.5568，１７年0.4363，２２年
0.3418，２７年0.2678，３２年
0.2099，３７年0.1644，４２年
0.1288，４７年0.1009，合計3.8244
である。
（計算式）
145,528×3.8244=556,557
屋内用車いす費用１４万５５２８
円につき，症状固定時である平
成１８年（２６歳）から７７歳までの
５１年（第１８回生命表参考表の２
６歳男子の平均余命）の間，平成
２２年以後５年おきに買い換える
ことを前提に算定。ライプニッツ
係数は４年0.8227，９年0.6446，１
４年0.5051，１９年0.3957，２４年
0.3101，２９年0.2429，３４年
0.1904，３９年0.1491，４４年
0.1169，４９年0.0916，合計3.4691
である。
（計算式）
145,528×3.4691=504,851
556,557+504,851=1,061,408

③　介護用ベッド

455,710

公的助成金受給部分は損
害と捉えるべきでない。

438,660

甲 359-2 介護用ベッド１５万９２００円につ
き，症状固定時である平成１８年
（２６歳）から７７歳までの５１年
（第１８回生命表参考表の２６歳
男子の平均余命）の間，平成１９
年以後８年おきに買い換えること
を前提に算定。
ライプニッツ係数は１年0.9524，９
年0.6446，１７年0.4363，２５年
0.2953，３３年0.1999，４１年
0.1353，４９年0.0916，合計2.7554
（計算式）
159,200×2.7554=438,660

別紙日常生活用具に関する将来損害原価表記載のと
おり。
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請求項目 請求額（円） 控訴人らの主張 被控訴学校の認否 被控訴協会の認否 当裁判所の判断
認容額（円） 証拠 理由

④　手すり設置

948,707

公的助成金受給部分は損
害と捉えるべきでない。

884,307

甲 236 手すり設置費用３５万３８５０円に
つき，症状固定時である平成１８
年（２６歳）から７７歳までの５１年
（第１８回生命表参考表の２６歳
男子の平均余命）の間，平成２１
年以後８年おきに買い換えること
を前提に算定。
ライプニッツ係数は３年0.8638，１
１年0.5847，１９年0.3957，２７年
0.2678，３５年0.1813，４３年
0.1227，５１年0.0831，合計2.4991
（計算式）
353,850×2.4991=884,307

⑤　パソコン関連用具

1,217,153

公的助成金受給部分は損
害と捉えるべきでない。パ
ソコンは一般的に普及して
いるから，通常の購入代金
を超える部分のみ損害と捉
えるべきである。

764,151

甲 349-2,3 特殊入力装置１２万６０００円，読
書支援機１４万７８４０円の合計２
７万３８４０円につき，症状固定時
である平成１８年（２６歳）から７７
歳までの５１年（第１８回生命表
参考表の２６歳男子の平均余命）
の間，平成２３年以後６年おき
に，買い換えることを前提に算
定。
ライプニッツ係数は５年0.7835，１
１年0.5847，１７年0.4363，２３年
0.3256，２９年0.2429，３５年
0.1813，４１年0.1353，４７年
0.1009，合計2.7905である。
（計算式）
273,840×2.7905＝764,151

⑥　特殊便器

565,659

公的助成金受給部分は損
害と捉えるべきでない。

544,495

甲 359-2 特殊便器１９万７６１０円につき，
症状固定時である平成１８年（２
６歳）から７７歳までの５１年（第１
８回生命表参考表の２６歳男子
の平均余命）の間，平成１９年以
後８年おきに買い換えることを前
提に算定。
ライプニッツ係数は１年0.9524，９
年0.6446，１７年0.4363，２５年
0.2953，３３年0.1999，４１年
0.1353，４９年0.0916，合計2.7554
（計算式）
197,610×2.7554=544,459

⑦　シャワーキャリー

241,299

公的助成金受給部分は損
害と捉えるべきでない。

224,919

甲 359-2 シャワーキャリー９万円につき，
症状固定時である平成１８年（２
６歳）から７７歳までの５１年（第１
８回生命表参考表の２６歳男子
の平均余命）の間，平成２１年以
後８年おきに買い換えることを前
提に算定。
ライプニッツ係数は３年0.8638，１
１年0.5847，１９年0.3957，２７年
0.2678，３５年0.1813，４３年
0.1227，５１年0.0831，合計2.4991
である。
（計算式）
90,000×2.4991=224,919
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認容額（円） 証拠 理由

⑧　音声時計

30,281

公的助成金受給部分は損
害と捉えるべきでない。ま
た，通常の時計の代金を
超える部分のみが損害と
なる。

28,712

甲 359-2 音声時計１万５５００円につき，症
状固定時である平成１８年（２６
歳）から７７歳までの５１年（第１８
回生命表参考表の２６歳男子の
平均余命）の間，平成２３年以後
１０年おきに買い換えることを前
提に算定。
ライプニッツ係数は５年0.7835，１
５年0.4810，２５年0.2953，３５年
0.1813，４５年0.1113，合計1.8524
である。
（計算式）
15,500×1.8524=28,712

⑨　盲人用テープレコーダー

138,165

現時点において必要性に
乏しい。

134,602

甲 359-2 盲人用テープレコーダー３万８６
４０円につき，症状固定時である
平成１８年（２６歳）から７７歳まで
の５１年（第１８回生命表参考表
の２６歳男子の平均余命）の間，
平成１９年以後６年おきに買い換
えることを前提に算定。
ライプニッツ係数は１年0.9524，７
年0.7107，１３年0.5303，１９年
0.3957，２５年0.2953，３１年
0.2204，３７年0.1644，４３年
0.1227，４９年0.0916，合計3.4835
である。
（計算式）
38,640×3.4835＝134,602

①から⑨までの小計 9,698,995 4,236,554

将来におけるEPA-α購入費

809,468

症状により有効かつ相当な
場合，殊に医師の指示が
ある場合に限り損害として
認められるべきところ，ＥＰ
Ａ－αは，医薬品ではなく
栄養補助食品であり，その
有効性，相当性の判断は
医薬品よりも慎重に判断さ
れるべきである。中間利息
の控除はライプニッツ方式
によるべきである。

被控訴学校の主張を援用
する。漢方薬であり，実際
にどれほどの効用がある
かは定かではなく，損害と
認定することは不適切であ
る。

594,184

甲 111，232，
340，373の1

左記証拠により認定。EPA-αは
栄養補助食品であるが，Ｍ２病
院入院中から医師の指示により
投与を受けており，必要かつ相
当と認める。
その額は，１か月一箱２７００円
の１２か月分である３万２４００円
に平成１８年１２月１日の症状固
定時（２６歳）から７７歳までの５１
年（第１８回生命表参考表の２６
歳男子の平均余命）に対応する
中間利息控除のためのライプ
ニッツ係数１８.３３９０を乗じて得
た５９万４１８４円と認めるのが相
当である。
（計算式）
2,700×12×18.3390=594,184

１か月１箱２７００円，年額３万２４００円。２６歳から７７
歳までの５１年間に対応する新ホフマン係数２４．９８３
６
（計算式）
32,400×24.9836=809,468（円未満切り捨て）
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請求項目 請求額（円） 控訴人らの主張 被控訴学校の認否 被控訴協会の認否 当裁判所の判断
認容額（円） 証拠 理由

将来におけるリハビリ及び検診費用

5,247,383

症状固定後のリハビリ費用
については損害として認め
られないというべきである
が，仮にリハビリ継続によ
る機能回復が期待できると
して症状固定後のリハビリ
費用を損害と認めるのであ
れば，他の損害項目につ
いては，その機能回復を前
提として損害認定がされな
ければならない（損害は減
少するはずである。）。中間
利息の控除はライプニッツ
方式によるべきである。

症状固定後のリハビリテー
ションに係る費用は原則と
して損害に当たらず，治療
行為と同視できるような場
合に限り例外として許容さ
れる。具体的には保存的
治療に当たる場合や退院
時に自宅介護の体制が整
うまでの間，病院の了解の
上での入院費など治療行
為と同視し得る場合に限ら
れる。また，６年目以降の
検査費用についても必要
性が認められない。

1,650,510

甲 362，390の1

リハビリ１回（診療報酬１
０割）

2,500 　リハビリ・検診費用につい
ても患者負担の限度で損
害とすべき（１０割を損害と
すべきではない。）。

週３回 3
年間５２週 52
５年間のホフマン係数 4.3644 中間利息控除はライプニッ

ツ方式によるべきである。
（小計） 1,702,116
OT（同額） 1,702,116
ST（同額） 1,702,116
検査１回（診療報酬１０
割）

570

年間12回 12
６年目から７７歳までの
ホフマン係数

20.6192

（小計） 141,035

慰謝料

39,500,000

後遺障害慰謝料の一般的
水準（１級の場合２８００万
円）を前提にするとしても，
本件では合理的な範囲に
限定されるべきである。

平成８年当時における後遺
障害慰謝料の一般的水準
（１級の場合２６００万円）を
前提とすべきである。
Ｃ教諭及び被控訴協会が
契約した損害保険により，
控訴人Ｘ１に対しては傷害
保険金合計５３４万円（Ｃ教
諭分４０７万円・乙１７の２，
被控訴協会分１２７万円・
乙１７の３）が支払われてお
り，この点は慰謝料の額を
算定するに当たり斟酌すべ
きである。

35,000,000

後遺障害の程度，入通院期間を
考慮し，被控訴学校から見舞金５
０万円，Ｃ教諭及び被控訴協会
が契約した損害保険により傷害
保険金合計５３４万円（Ｃ教諭分
４０７万円，被控訴協会分１２７万
円）がそれぞれ支払われているこ
とその他本件に現れた全事情を
考慮

以上の損害額
609,790,850 329,589,928

Ａ高校からの見舞金５０万円を控除

Ｑセンターからの傷害見舞金（\33,700,000）を控除する
前の合計額

左記証拠により認定。維持的リ
ハビリとして１か月に１度は理学
療法士，作業療法士，言語療法
士による障害の評価を行い，適
切な日常生活上のアドバイスを
受けることとするのが相当であ
る。そして，脳血管疾患等リハビ
リテーション料は診療報酬として
は１回７５００円と評価されるから
（甲３６２），その１２か月分である
９万円に平成１８年１２月１日の
症状固定時（２６歳）から７７歳ま
での５１年（第１８回生命表参考
表の２６歳男子の平均余命）に対
応する中間利息控除のためのラ
イプニッツ係数１８.３３９０を乗じ
て得た１６５万０５１０円と認める
のが相当である。
（計算式）
7500(円)×12(月)×18.3390＝
1,650,510

理学療法，作業療法，言語感覚療法のいずれも１時間
当たり各７５００円。
各療法をそれぞれ週１回，今後５年間にわたって受け
る(５年に対応する新ホフマン係数4.3644）。
その後は検査（再診。１回当たり５７０円）を月１回，７７
歳まで受ける（５１年に対応する新ホフマン係数24.9836
から５年に相当する前記4.3644を控除すると20.6192）。
（計算式）
7500(円)×52(週)×4.3644×3(療法)＋570(円)×12(月)
×20.6192＝5,247,383
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請求項目 請求額（円） 控訴人らの主張 被控訴学校の認否 被控訴協会の認否 当裁判所の判断
認容額（円） 証拠 理由

損益相殺 Ａ高校から加療費補助金
及び見舞金として７０万円，
Ａ高校の名において集めら
れた募金から１４６６万１４
０８円，学年主任団及び保
護者からの見舞金９８万９
８６４円の合計１６３５万１２
７２円のうち１６１５万１２７２
円については，(控)らが交
付を受けたことが明らかで
あり，損害から控除される
べきである。

10,000,000

見舞金として交付されたことに争
いのない１４２６万６９８０円は，そ
の募金の名目，経緯，金額，募
金者の立場，属性，範囲等に照
らすと，そのうちには損害の填補
の趣旨も含まれているものと解
するのが相当であり，その額は
少なくとも１０００万円と認めるの
が相当である。

Ｐセンターからの障害見舞金 33,700,000 33,700,000
Ｐセンターからの災害共済給付金 3,398,283 3,398,283
住宅改修助成 682,150 682,150
障害者年金 6,488,372 6,488,372

損益相殺額 44,268,805 54,268,805

損益相殺後の損害額（弁護士費用
を除く）

565,522,045 275,321,123

弁護士費用
45,660,918

合理的な範囲に限定すべ
きである。

不知
24,000,000

本件訴訟の経緯，難易その他本
件に顕れた一切の事情を考慮し
た。

損益相殺後の弁護士費用を含む損
害額

611,182,963 299,321,123

亡Ｘ４からの相続分

2,942,500

交通事故による１級の後遺
障害の事例で父母に認め
られる慰謝料は各３００万
円程度，兄弟には１００万
円程度にすぎない。

争う。

825,000

控訴人Ｘ１との関係，同控訴人の
障害の程度その他本件に顕れた
一切の事情を考慮し，Ｘ４固有の
慰謝料として３００万円，弁護士
費用として３０万円を相当と認め
た。
同控訴人の相続分は４分の１で
ある。
（計算式）
3,300,000÷4＝825,000

損益相殺後の弁護士費用を含む損
害額に上記相続分を加えた額

614,125,463 300,146,123

控訴人Ｘ２
慰謝料

10,000,000

交通事故による１級の後遺
障害の事例で父母に認め
られる慰謝料は各３００万
円程度，兄弟には１００万
円程度にすぎない。

争う。

3,000,000

控訴人Ｘ１との関係，同控訴人の
障害の程度その他本件に顕れた
一切の事情を考慮し，控訴人Ｘ２
固有の慰謝料として３００万円，
弁護士費用として３０万円を相当
と認めた。

同弁護士費用 1,770,000 争う。 300,000

（内訳）
慰謝料相当分２５０万円
弁護士費用相当分４４万２５００円

Ａ高校生徒の保護者から見舞金（義援金）として受領し
た１３２７万７１１６円は，損害の填補の趣旨を有しない
から，損益相殺の対象とならない。
学年主任団及び保護者からの見舞金９８万９８６４円に
ついても同様である。

平成１２年１１月１５日から平成１９年２月までの受給分
Ｑセンターからの傷害見舞金（\33,700,000）を除く３件
の小計は￥10,568,805
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亡Ｘ４からの相続分

5,885,000

交通事故による１級の後遺
障害の事例で父母に認め
られる慰謝料は各３００万
円程度，兄弟には１００万
円程度にすぎない。

争う。

1,650,000

控訴人Ｘ１との関係，同控訴人の
障害の程度その他本件に顕れた
一切の事情を考慮し，Ｘ４固有の
慰謝料として３００万円，弁護士
費用として３０万円を相当と認め
た。
控訴人Ｘ２の相続分は２分の１で
ある。
（計算式）
3,300,000÷2＝1,650,000

合計 17,655,000 4,950,000

控訴人Ｘ３
慰謝料

10,000,000

交通事故による１級の後遺
障害の事例で父母に認め
られる慰謝料は各３００万
円程度，兄弟には１００万
円程度にすぎない。

争う。

1,000,000

控訴人Ｘ１との関係，同控訴人の
障害の程度その他本件に顕れた
一切の事情を考慮し，控訴人Ｘ３
固有の慰謝料として１００万円，
弁護士費用として１０万円を相当
と認めた。

同弁護士費用 1,770,000 争う。 100,000
亡Ｘ４からの相続分

2,942,500

交通事故による１級の後遺
障害の事例で父母に認め
られる慰謝料は各３００万
円程度，兄弟には１００万
円程度にすぎない。

争う。

825,000

控訴人Ｘ１との関係，同控訴人の
障害の程度その他本件に顕れた
一切の事情を考慮し，Ｘ４固有の
慰謝料として３００万円，弁護士
費用として３０万円を相当と認め
た。
控訴人Ｘ３の相続分は４分の１で
ある。
（計算式）
3,300,000÷4＝825,000

合計 14,712,500 1,925,000

（内訳）
慰謝料相当分５００万円
弁護士費用相当分８８万５０００円

（内訳）
慰謝料相当分２５０万円
弁護士費用相当分４４万２５００円
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